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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内部に排気送風機を設けた排気ユニットの空気流路に連通し設けられる固定フードと、こ
の固定フードにスライド自在に設けられるスライドフードと、このスライドフードをスラ
イド方向に駆動する駆動装置とを備えたレンジフードにおいて、前記排気ユニットは前記
固定フード上の中央部に載置され、前記駆動装置は、正逆回転可能な駆動モータと、前記
駆動モータの回転軸に設けられ、上プーリと下プーリを２段組みとしたメインプーリと、
前記上プーリと下プーリにその一端と他端を互いに反対方向に巻回し、前記上プーリと下
プーリを介してループ状に張架されたワイヤーと、前記ワイヤーに前記スライドフードを
連結固定する連結固定部と、前記駆動モータの運転を制御する位置検知手段とを一枚の板
材に配設し、ユニット化して前記固定フード上面における側方に設けられたレンジフード
におけるスライドフードの駆動装置。
【請求項２】
駆動装置をスライドフードの左右を駆動するように固定フードの両側に設けた請求項１記
載のレンジフードにおけるスライドフードの駆動装置。
【請求項３】
駆動装置をスライドフードの一方側を駆動するように固定フードの一方側に設け、前記固
定フードの他方側に、前記駆動装置による前記スライドフードのスライド時に、前記スラ
イドフードの他方側の移動に一定の抵抗を与える従動装置を設けた請求項１記載のレンジ
フードにおけるスライドフードの駆動装置。
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【請求項４】
連結固定部がスライドフードのスライドに対し抵抗を与える構成による従動装置を設けた
請求項３載のレンジフードにおけるスライドフードの駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンジフードの固定フードにスライド自在に設けられるスライドフードの駆
動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のレンジフードにおいて、可動フードを駆動ユニットにより駆動するもの
が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　以下、そのレンジフードの駆動ユニットについて図８を参照しながら説明する。
【０００４】
　図に示すように、駆動ユニット１０１は、外筐１０２内に設けられた駆動モータ（図示
せず）と、この駆動モータにて回転されるボルト１０３と、このボルト１０３に、接続さ
れた駆動駒１０４からなり、駆動モータの運転によりボルト１０３が回動し駆動駒１０４
が前後に移動する。そして、駆動駒１０４は可動フード部１０５と連結ピン１０６を介し
て接合され、排気用送風機および給気用送風機（図示せず）と連動するように設けられて
いる。
【特許文献１】特開平３－２７１６４７号公報（第４頁、第５図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような従来のレンジフードに設けられる駆動ユニット１０１は、外筐１０２に設け
られる駆動モータと、ボルト１０３および駆動駒１０４の各部材はいちいち外筐１０２に
組み込まなければならないので、組立性およびメンテナンス性が悪いという課題があり、
駆動ユニット１０１の各部材を一体に設けてユニット化を図り、組立性およびメンテナン
ス性の向上を図ることが要求されている。
【０００６】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、駆動ユニットを一枚の板材に
配設しユニット化して組立性およびメンテナンス性の向上を図ることのできるレンジフー
ドにおけるスライドフードの駆動装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のレンジフードにおけるスライドフードの駆動装置は、上記目的を達成するため
に、内部に排気送風機を設けた排気ユニットの空気流路に連通し設けられる固定フードと
、この固定フードにスライド自在に設けられるスライドフードと、このスライドフードを
スライド方向に駆動する駆動装置とを備え、前記駆動装置は、ワイヤーを介し前記スライ
ドフードの連結固定部を直線方向に移動する駆動モータと、前記駆動モータの運転を制御
する位置検知手段とを一枚の板材に配設し、ユニット化したものである。
【０００８】
　この手段により、駆動モータ、ワイヤー、位置検出手段等を一枚の板上に配設し、ユニ
ット化したので組立性およびメンテナンス性の向上を図ることのできるレンジフードにお
けるスライドフードの駆動装置が得られる。
【０００９】
　また、他の手段は、駆動モータに設けられるメインプーリを軸方向に２段組みとしたも
のである。
【００１０】
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　この手段により、スライドフードを駆動するワイヤーが絡まないようにできるレンジフ
ードにおけるスライドフードの駆動装置が得られる。
【００１１】
　また、他の手段は、駆動装置をスライドフードの左右を駆動するように固定フードの両
側に設けたものである。
【００１２】
　この手段により、スライドフードのスライドをスムーズに行なうことができるレンジフ
ードにおけるスライドフードの駆動装置が得られる。
【００１３】
　また他の手段は、駆動装置をスライドフードの一方を駆動するように固定フードに設け
、スライドフードの他方側を駆動モータのない従動装置を介して駆動するように設けたも
のである。
【００１４】
　この手段により、スライドフードのスライド時のしゃくりやがたつきを防止できるレン
ジフードにおけるスライドフードの駆動装置が得られる。
【００１５】
　また、他の手段は、少なくとも一本のワイヤーと、このワイヤーにはスライドフードと
連結固定される連結固定部を設け、前記連結固定部がスライドフードのスライドに対し抵
抗を与える構成としたものである。
【００１６】
　この手段により、スライドフードのスライド時のしゃくりやがたつきを防止できるレン
ジフードにおけるスライドフードの駆動装置が得られる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、組立性およびメンテナンス性の向上を図ることができるという効果の
あるレンジフードにおけるスライドフードの駆動装置を提供できる。
【００１８】
　また、スライドフードを駆動するワイヤーが絡まないという効果のあるレンジフードに
おけるスライドフードの駆動装置を提供できる。
【００１９】
　また、スライドフードのスライドをスムーズに行なうことができるという効果のあるレ
ンジフードにおけるスライドフードの駆動装置を提供できる。
【００２０】
　また、スライドフードのスライド時のしゃくりやがたつきを防止できるという効果のあ
るレンジフードにおけるスライドフードの駆動装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の請求項１記載の発明は、内部に排気送風機を設けた排気ユニットの空気流路に
連通し設けられる固定フードと、この固定フードにスライド自在に設けられるスライドフ
ードと、このスライドフードをスライド方向に駆動する駆動装置とを備えたレンジフード
において、前記排気ユニットは前記固定フード上の中央部に載置され、前記駆動装置は、
正逆回転可能な駆動モータと、前記駆動モータの回転軸に設けられ、上プーリと下プーリ
を２段組みとしたメインプーリと、前記上プーリと下プーリにその一端と他端を互いに反
対方向に巻回し、前記上プーリと下プーリを介してループ状に張架されたワイヤーと、前
記ワイヤーに前記スライドフードを連結固定する連結固定部と、前記駆動モータの運転を
制御する位置検知手段とを一枚の板材に配設し、ユニット化して前記固定フード上面にお
ける側方に設けられたものであり、正逆回転可能な駆動モータと、駆動モータにより駆動
されるワイヤーの駆動により直線方向に移動されるスライドフードの連結固定部と、連結
固定部が移動し、スライドフードが所定の位置に移動したときに検知し、前記駆動モータ
の運転を停止する位置検知手段等の多数の部材を一枚の板材に配設してユニット化し、さ
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らに、ワイヤーの一端はメインプーリの上側のプーリに取り付け、ワイヤーの他端はメイ
ンプーリの下側のプーリに取り付けることができ、駆動モータにより反時計方向にメイン
プーリが回転されるときには、例えば上側のプーリはワイヤーの一端を巻き取る方向に回
転し、下側のプーリはワイヤーの他端を巻き戻す方向に回転することにより、ワイヤーの
端部における絡みをなくすことができる駆動装置が形成されることにより、駆動装置を、
スライドフードをスライド自在に固定する固定フードに設けることが容易となり組立性が
向上するとともに、駆動装置の駆動モータやワイヤー等が損傷し新しい駆動装置に取替え
たりメンテナンスを行なうときには、板材を取り外し新しい駆動装置に交換したりメンテ
ナンスを行なうことができるという作用を有する。
【００２３】
　また、請求項２記載の発明は、駆動装置をスライドフードの左右を駆動するように固定
フードの両側に設けたものであり、同一能力の駆動装置がスライドフードの右側と左側に
おいてスライド駆動するように設けられていることにより、スライドフードの右側と左側
の両側において駆動されるスライドフードには左右同一のスライド駆動力が加わり、スラ
イドフードは、こじれることなくスムーズにスライドすることができるという作用を有す
る。
【００２４】
　また、請求項３記載の発明は、駆動装置をスライドフードの一方側を駆動するように固
定フードの一方側に設け、前記固定フードの他方側に、前記駆動装置による前記スライド
フードのスライド時に、前記スライドフードの他方側の移動に一定の抵抗を与える従動装
置を設けたものであり、駆動装置をスライドフードの一方側を駆動するように設け、他方
を自由に移動するようにフリーな状態に設けた場合には、スライドフードの他方側が勝手
に前後に移動し駆動装置によるスライドフードの移動とは異なる移動が生じ、スライドフ
ードのこじれにより、しゃくりやがたつきが発生しスライドフードがスムーズに移動しな
いこととなるが、他方側に駆動モータの有さない従動装置を設けることにより、従動装置
が一定の抵抗となり、スライドフードの他方側が勝手に前後に移動することがなくなるこ
ととなり、一方側に設けた駆動装置と、他方側に設けた従動装置により、駆動のバランス
が取れ、スライドフードがしゃくりやがたつくことなくスライドすることができるという
作用を有する。
【００２５】
　また、請求項４記載の発明は、連結固定部がスライドフードのスライドに対し抵抗を与
える構成による従動装置を設けたものであり、駆動装置を設けた一方側に対し、他方側に
は連結固定部による抵抗があることにより、スライドフードの他方側が勝手に前後に移動
することがなくなり、スライドフードのスライド時にスライドフードの他方側がしゃくり
やがたつくことがなくなりスライドできるという作用を有する。
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２７】
　（実施の形態１）
　図１～図４に示すように、内部に排気送風機１を設けた排気ユニット２の空気流路に連
結し設けられる固定フード３と、固定フード３にスライド自在に設けられるスライドフー
ド４と、このスライドフード４をスライド方向に駆動する駆動装置５とを備え、駆動装置
５は、板材６に取付台７を介して正逆回転可能な駆動モータ８を設け、駆動モータ８には
軸方向に上プーリ９ａと下プーリ９ｂを２段組みとしたメインプーリ９を設け、スライド
フード４の連結固定部１０が直線方向に移動できるようにスライド溝１１を板材６に設け
、ワイヤー１２の途中を連結固定部１０に連結し、ワイヤー１２の一端は、板材６に設け
たスライド溝１１の近傍に設けたサブプーリ１３Ａを介し、メインプーリ９の上プーリ９
ａに、時計方向に複数回巻回して連結し、ワイヤー１２の他端は板材６に設けたスライド
溝１１の近傍に設けたサブプーリ１３Ｂを介し、メインプーリ９の下プーリ９ｂに反時計
方向に複数回巻回して連結し、ワイヤー１２を介して連結固定部１０がスライド溝１１の
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両端部に移動したときに駆動モータ８の運転を停止する位置検知手段１４Ａ、１４Ｂを設
け、メインプーリ９とサブプーリ１３Ａ、１３Ｂ間に張架されているワイヤー１２のゆる
みをなくすように調節するテンション部１５を設け、以上のようなユニット化した構成で
、固定フード３に装着されている。
【００２８】
　上記構成において、固定フード３内にスライドフード４が収納されている状態において
は、連結固定部１０はサブプーリ１３Ｂの近傍のスライド溝１１の後端部にあって位置検
知手段１４Ｂにより、駆動モータ８の運転は停止状態にある。
【００２９】
　次に、スライドフード４を固定フード３の前方にスライドするときには、固定フード３
に設けたスイッチ（図示せず）を操作することにより、駆動モータ８が反時計方向に回転
され、駆動モータ８に設けたメインプーリ９の上プーリ９ａにワイヤー１２が巻き取られ
、下プーリ９ｂに巻かれていたワイヤー１２は巻き戻され、サブプーリ１３Ａを介してワ
イヤー１２に連結した連結固定部１０がスライド溝１１をスライドして、連結固定部１０
に連結したスライドフード４が固定フード３前方側にスライドして移動し、連結固定部１
０がサブプーリ１３Ａ側のスライド溝の１１の端部側にスライドすると、連結固定部１０
により位置検知手段１４Ａが作動して駆動モータ８の運転が停止され、スライドフード４
は固定フード３の前方に引き出された状態で保持され、レンジフードとして運転ができる
こととなる。
【００３０】
　また、レンジフードとしての運転を停止するためスライドフード４を固定フード３内に
収納するときには、スイッチ（図示せず）を操作して駆動モータ８を駆動すると、メイン
プーリ９は、時計方向に回転し、下プーリ９ｂにワイヤー１２が巻き取られ、上プーリ９
ａに巻回されていたワイヤー１２は巻き戻され、スライドフード４に連結されている連結
固定部１０はサブプーリ１３Ｂ側に向かいスライド溝１１をスライドし、連結固定部１０
がサブプーリ１３Ｂ近傍のスライド溝１１の端部に近づくと連結固定部１０が位置検知手
段１４Ｂを作動し、駆動モータ８の運転は停止され、スライドフード４は固定フード３内
に収納した状態で保持される。
【００３１】
　このように本発明の実施の形態１の発明によれば、内部に排気送風機１を設けた排気ユ
ニット２の空気流路に連通し設けられる固定フード３と、固定フード３にスライド自在に
設けられるスライドフード４と、このスライドフード４をスライド方向に駆動する駆動装
置とを備え、駆動装置５は、ワイヤー１２を介しスライドフード４の連結固定部１０を直
線方向に移動する駆動モータ８と、駆動モータ８の運転を制御する位置検知手段１４Ａ、
１４Ｂとを一枚の板材６上に配設しユニット化したので、駆動モータ８と、駆動モータ８
により駆動されるワイヤー１２と、サブプーリ１３Ａと１４Ｂを介して張架されるワイヤ
ー１２の駆動により直線方向に移動させるスライドフード４の連結固定部１０と、連結固
定部１０が移動し、スライドフード４が所定の位置に移動したときに検知し、駆動モータ
８の運転を停止する位置検知手段１４Ａ、１４Ｂ等の多数の部材を一枚の板材６に配設し
てユニット化された駆動装置５が形成されることにより、駆動装置５を、スライドフード
４をスライド自在に固定する固定フード３に設けることが容易となり、組立性が向上する
とともに、駆動装置５の駆動モータ８やワイヤー１２等が損傷し、新しい駆動装置５に取
り替えたりメンテナンスを行なうときには、板材６を取り外し新しい駆動装置に５に交換
したりメンテナンスを行なうことができることとなる。
【００３２】
　また、駆動モータ８に設けられるメインプーリ９を軸方向に上プーリ９ａと下プーリ９
ｂの２枚組みとしたことにより、ワイヤー１２の一端はメインプーリ９の上プーリ９ａに
取り付け、ワイヤー１２の他端はメインプーリ９の下プーリ９ｂに取り付けることができ
、駆動モータ８により反時計方向にメインプーリ９が回動されるときには、上プーリ９ａ
はワイヤー１２を巻き取る方向に回動し、下プーリ９ｂはワイヤー１２を巻き戻す方向に
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回動することにより、ワイヤー１２が絡み合うことがなくなることとなる。
【００３３】
　（実施の形態２）
　図５に示すように、駆動装置５Ａをスライドフード４Ａの左右に力を加えてスライドす
るように固定フード３Ａの両側に設け構成する。
【００３４】
　上記構成において、スライドフード４Ａをスライドするときには、駆動装置５Ａを駆動
すると、同一能力を持った駆動装置５Ａにより、スライドフード４Ａの左右に均等な力が
加わり、スライドフード４Ａはスライドされる。
【００３５】
　このように実施の形態２の発明によれば、駆動装置１５Ａをスライドフード４Ａの左右
を駆動するように固定フード３Ａの両側に設けたので、同一能力の駆動装置５Ａがスライ
ドフード４Ａの右側と左側の両面において駆動されるスライドフード４Ａには左右同一の
スライド駆動力が加わり、スライドフード４Ａはこじれることなくスムーズにスライドす
ることができることとなる。
【００３６】
　（実施の形態３）
　図６に示すように、駆動装置５Ｂをスライドフード４Ｂの左右の何れか一方を駆動する
ように固定フード３Ｂに設け、スライドフード４Ｂの他方側を駆動モータのない状態でサ
ブプーリ１３Ａ、１３Ｂ、１３Ｃにより張架されるワイヤー１２を設け、スライド溝１１
Ａをスライドするスライドフード４Ｂの連結固定部１０Ａにワイヤー１２Ａを連結した従
動装置１７を設け構成する。
【００３７】
　上記構成において、スライドフード４Ｂをスライドするときに駆動装置５Ｂを駆動する
と、スライドフード４Ｂの一方側がスライドするとともに、他方の従動装置１７に設けた
連結固定部１０Ａがスライド溝１１Ａをスライドするように従動して移動し、スライドフ
ード４Ｂ全体がスライドされる。
【００３８】
　このように実施の形態３の発明によれば、駆動装置５Ｂをスライドフード４Ｂの左右の
何れか一方を駆動するように固定フード３Ｂに設け、スライドフード４Ｂの他方側を駆動
モータのない従動装置１７を介して駆動するように設けたので、駆動装置５Ｂをスライド
フード４Ｂの一方を駆動するように設け、他方を自由に移動するようにフリーな状態に設
けた場合には、スライドフード４Ｂの他方側が勝手に前後に移動し、駆動装置５Ｂによる
スライドフード４Ｂの移動とは異なる移動が生じ、スライドフード４Ｂのこじれにより、
しゃくりや、がたつきが発生し、スライドフード４Ｂがスムーズにスライドしないことと
なるが、他方側に駆動モータのない従動装置１７を設けることにより、従動装置１７が一
定の抵抗となり、スライドフード４Ｂの他方側が勝手に前後に移動するということがなく
なり、一方側に設けた駆動装置５Ｂと、他方側に設けた従動装置１７により、スライドの
バランスがとれ、スライドフード４Ｂがしゃくりやがたつくことなくスライドすることが
できることとなる。
【００３９】
　（実施の形態４）
　図７に示すように、１本のワイヤー１２Ｂと、このワイヤー１２Ｂには、スライドフー
ド４Ｃと連結固定される連結固定部１０Ｂを設け、連結固定部１０Ｂがスライドフード４
Ｃのスライドに対し抵抗を与えるように、連結固定部１０Ｂをスライド溝１１Ｂにスライ
ドさせる従動装置１７Ａを設け構成する。
【００４０】
　上記構成において、スライドフード４Ｃをスライドするときに、駆動装置５Ｂを駆動す
ると、スライドフード４Ｃの一方側がスライドするとともに、他方の従動装置１７Ａに設
けた連結固定部１０Ｂがスライド溝１１Ｂをスライドするように従動して移動する。この
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ときスライド溝１１Ｂに対し、連結固定部１０Ｂは一定の抵抗を受けてスライドすること
となり、スライドフード４Ｃ全体がスライドされる。
【００４１】
　このように実施の形態４の発明によれば、少なくとも一本のワイヤー１２Ｂと、このワ
イヤー１２Ｂにはスライドフード４Ｃと連結固定される連結固定部１０Ｂを設け、連結固
定部１０Ｂがスライドフード４Ｃのスライドに対し抵抗を与えたので、駆動装置５Ｂを設
けた一方側に対し、他方側には連結固定部１０Ｂによる抵抗があることにより、スライド
フード４Ｃの他方側が勝手に前後に移動することがなくなり、スライドフード４Ｃのスラ
イド時にスライドフード４Ｃの他方側がしゃくりやがたつくことなく、スライドすること
ができることとなる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　ユニット化した駆動装置や従動装置を用いることにより、物体を容易に駆動することが
でき、種々の駆動装置の用途にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施の形態１の駆動装置を設けたレンジフードの概略上面図
【図２】同駆動装置の上面図
【図３】同駆動装置のメインプーリの２段構造を示す側面図
【図４】同レンジフードの斜視図
【図５】本発明の実施の形態２の駆動装置を設けたレンジフードの概略上面図
【図６】本発明の実施の形態３の駆動装置を設けたレンジフードの概略上面図
【図７】本発明の実施の形態４の駆動装置を設けたレンジフードの概略上面図
【図８】従来のレンジフードの可動時を示す側部断面図
【符号の説明】
【００４４】
　１　　　排気送風機
　２　　　排気ユニット
　３　　　固定フード
　３Ａ　　固定フード
　３Ｂ　　固定フード
　４　　　スライドフード
　４Ａ　　スライドフード
　４Ｂ　　スライドフード
　４Ｃ　　スライドフード
　５　　　駆動装置
　５Ａ　　駆動装置
　５Ｂ　　駆動装置
　６　　　板材
　８　　　駆動モータ
　９　　　メインプーリ
　９ａ　　上プーリ
　９ｂ　　下プーリ
　１０　　連結固定部
　１０Ｂ　連結固定部
　１２　　ワイヤー
　１４Ａ　位置検知手段
　１４Ｂ　位置検知手段
　１７　　従動装置
　１７Ａ　従動装置
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